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1．はじめに

2003年末から日本を含む東アジア諸国の家禽で発生した
H5N1高病原性鳥インフルエンザ（H5N1-HPAI）の流行は
3度の大きな波を繰り返し，現在も拡大の一途をたどって
いる．2004年の第一波，第二波は主にベトナム，タイ，イ
ンドネシアなど東南アジア諸国，中国の野鳥や家禽で起こ
った流行であったが 1），2005年初頭から始まった第 3波の
流行はこれらの地域のみならずユーラシア大陸を西に向け
て拡大し，ついにはモンゴル，ロシア，中近東，アフリカ，
ヨーロッパ諸国にまで到達し，2006年現在では 48ヶ国で
の流行が確認されてる 2）．この流行拡大の一因として渡り
鳥が関与していることが分かっていることから 3），もはや
流行を封じ込めることは不可能な状態になっている．一方，
ヒトへの感染例は 2003年にべトナムで最初に確認されて以

来，その数は徐々に増え続け現時点で 9カ国（ベトナム，
タイ，インドネシア，カンボジア，中国，イラク，アゼル
バイジャン，トルコ，エジプト）で 205例が確認され，そ
のうち 113人が死亡している 4）．感染者の殆んどは病鳥と
の濃厚接触が原因であるが，中には家族内感染と思われる
ヒトーヒト感染例も見られている 5,6）．さらに，ヒト以外の
哺乳動物（ネコ，トラ，フェレット）などにも高い致死率
で感染することも報告されていることから 7），ヒトヘの感
染は鳥からのルートに加えてペット動物からもあり得るこ
とを認識しなければならない．現在ヒトから分離される
H5N1-HPAIウイルスは鳥型のレセプター（SAα2-3Gal）を
嗜好的に認識する鳥型であり，ヒトからヒトへ効率よく伝
播する性質をまだ獲得していない 8,9）．しかし，最近トルコ
でヒト型のレセプター（SAα2-6Gal）を認識でき，同時に
PB2ポリメーラーゼ蛋白にヒトインフルエンザウイルスに
見られるアミノ酸（627K）置換を含み，鳥より低体温のヒ
トの呼吸器で増殖しやすい性質に変わったウイルスがヒト
から分離されたことから 10），ヒトの世界で新型インフルエ
ンザとしてパンデミックを起こす可能性が危惧され，事態
は次第に深刻化してきている．WHOは現在の流行状況を
パンデミックアラート期フェーズ 3（ヒトへの新しい亜型
のインフルエンザ感染が確認されているが，ヒトからヒト
への感染は基本的に無い）に分類し，その間に新型インフ
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ルエンザ対策行動計画の策定，さらに新型インフルエンザ
診断薬やワクチンの開発，抗インフルエンザ薬の国家備蓄
など事前にやれる準備を最優先で進めるよう勧告している．
本稿では，新型インフルエンザ対策のための基礎研究の側
からの問題点を検証し，さらに流行国で現在最も必要とし
ている国際援助の現状を紹介する．

2．フェーズ 3において求められる研究開発

① H5亜型特異的迅速診断キットの開発．
WHOが分類するフェーズ 3における対策目標は，新型

ウイルスを迅速に検査診断し，報告し，次の患者発生に備
えるとなっている．わが国では H5N1-HPAIは第 4類感染
症に分類されていることから，感染した患者を見つけても
強制的に隔離入院措置を採ることができない．そこで，ヒ
トーヒト感染が起こるフェーズ 4になる前に，法的に適切
な拡散防止措置が取れるように H5N1-HPAIを指定感染症
に格上げし，6月には政令指定することになっている．こ
れは SARS以来第 2例目の指定感染症となり，新型インフ
ルエンザ対策として国の積極的な対応のひとつである．
その際臨床現場では，通常のヒトインフルエンザと

H5N1-HPAIを的確にしかも迅速に見分けることが必要と
なるが，現行の市販のインフルエンザ迅速診断キットでは
型識別は可能でも H5亜型まで判定することは不可能であ
る．そこで，我々は臨床サイドで H5亜型ウイルスを検出
できる迅速診断キットを開発するために，いくつかの国内
臨床診断薬メーカーと共同で研究開発に着手した．我々は
まず最初に，現在流行している抗原性の異なる 4～ 5種類
の H5N1ウイルスを現行の迅速診断キットで検出できるか
検証した．その結果，いくつかのメーカーのキットはヒト
インフルエンザウイルスと同程度の感度でこれら H5ウイ
ルスをインフルエンザ A型として検出できることを確認し
た．一方，H5亜型を特定するために新規に開発したキット
については，H5N1流行株は肺胞など下気道で増えること
から 8），鼻腔や咽頭ぬぐい液などの検体では検出感度が悪
く，これをカバーするために感度をいかに上げて検出する
かなど，まだ克服しなければならない問題点があり，完成
までにはもう少し時間がかかることが分かった．同様のキ
ットは海外でも開発が進められているが，やはり難航して
おり抗原性の異なる複数種の H5ウイルスを高感度に検出
できる迅速診断キットの登場はまだ先になりそうである．
② H5ウイルス遺伝子検出診断系の開発．
最も高感度なウイルス検出法はウイルス分離であるが，

結果が出るまでに 1週間以上かかり，検体の品質によって
は感染陽性例であってもウイルス分離できないことが多い．
このことから，H5ウイルスを高感度にしかも迅速に捉える
診断系としては RT-PCRやリアルタイム PCR法など遺伝
子検出診断が現実的であり，世界各地の診断ラボでこれら
が採用されている．我々も 2004年に国内の家禽で H5N1-

HPAIが流行した際には，感染者が発生した場合に全国の
地方衛生研究所ですぐに検査対応できるように，感染研の
H5ウイルス検出用プライマー情報や RT-PCRマニュアル
を web上に公開した 11）．その後，2005年には現在の流行
株とは全く系統の異なる中南米系の弱毒型 H5N2鳥インフ
ルエンザの流行が茨城，埼玉県の養鶏場で発生したため，
それらにも対処できるプライマーを再設計し，PCR反応も
one-stepから two-step法に変更し検出感度を向上させた第
2版を web上に公開した 12）．この第 2版のプライマーセッ
トは茨城株はもちろんのこと東南アジアで流行しているベ
トナム類似株，インドネシア類似株，ヨーロッパ，アフリ
カで流行しているトルコ類似株をも高感度に検出できるこ
とから，現時点ではWHOが推奨しているプライマーセッ
トより遥かに優れている．
一方，RT-PCRやリアルタイム PCR法はサーマルサイク
ラーなどの高価な機器が必要であり，H5N1-HPAIが多発
している発展途上国や検疫所など第 1線の現場ラボではそ
れらのシステムを構築することは簡単ではない．従って，
もしこれら高額機器がなくても同等の感度で H5N1-HPAI
ウイルスを特異的に捉える検査系が構築できれば，1次検
査をすべき恵まれない機関にとっては大きな前進となる．
そこで，我々は SARSの流行の際に培った LAMP法の技術
を H5N1-HPAIの診断検査にも役立てるために，新規に H5-
RT-LAMP法を栄研科学と共同開発し，2004年末までに研
究試薬として実用化することに成功した 13）．2004年のベ
トナム分離株について H5-RT-LAMP法と従来の one-step
RT-PCR法の感度を比較したところ，前者は後者より 10～
100倍高感度であることが分かった 13）．さらに，H5-RT-
LAMP法はインドネシア株，中国のニワトリ分離株，トル
コ株を現行の two-step RT-PCRと同等の感度で検出でき
ることから，機材の恵まれない発展途上国では有用な H5
診断手段となる．ただし，この方法は 6種類の H5ウイル
ス特異的なプライマーを採用していることから，これらす
べてが流行株とマッチしていなければならず，変異株が出
現した場合には想定している感度が劇的に低下するか，全
く反応しなくなる危険性をはらんでいる．従って，定期的
に感度を点検しプライマーの更新が必要であることを十分
に理解した上での使用が推奨される．
③ H5N1プロトタイプワクチンの開発．

H5N1-HPAIの予防対策の根幹を成すのはワクチン開発
である．H5N1-HPAIウイルスはワクチン製造をする孵化
鶏卵を短時間で殺してしまうので，ウイルスを大量に増や
すことができずワクチン製造効率が悪い．さらにワクチン
製造所の従業員にとっても強毒型の野生株を製造に用いる
ことは非常に危険であり，もし感染が起こった場合には製
造所が新たな流行の発生源となる危険性がある．このため，
ワクチン製造株はリバースジェネティクス（RG）法で赤血
球凝集素（HA）を遺伝子改変して弱毒化する必要がある．
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感染研では 2004年に国内で起こった H5N1-HPAIの流行の
際に東大医科研の河岡グループの協力を得て，WHOのガ
イドラインに即した A/PR/8株 cDNAをバックボーンとし
た RG系を導入し，京都株やベトナム患者検体から分離し
た A/Vietnam/JP1203/2004株から弱毒化 RGワクチン株を
作製した．しかし，我々は 1997年の流行時に試作した弱毒
化 H5N1ワクチンの臨床試験から，H5N1ウイルスはヒト
に対して免疫原性が極めて低く，感染防御に重要な HI抗
体も中和抗体も殆ど誘導できないことを学んだ．このこと
から，2004年の H5N1ワクチンにはヒトでの使用が認可さ
れており DTPワクチンなどで使用実績のあるアルムアジ
ュバントを添加したワクチンを作製し，その効果をマウス
を用いた動物モデルで検証した 14）．図 1はワクチン抗原量
を 2μgから 0.02μgまで 10倍段階希釈したアジュバント
添加および非添加ワクチンを 3週間隔で 2回マウスに接種
したときの野生株に対する HI抗体および中和抗体応答を
示している．驚くことに，2004年版の H5N1ワクチンはア
ジュバントを添加したにもかかわらず，高濃度の抗原量で
も HI抗体は検出できず，中和抗体価もかろうじて検出で
きる程度であった．同様の成績は，我々の RGワクチン株
と抗原性が類似したWHOがプロトタイプワクチンとして
選定し，世界中で臨床試験が行われている NIBRG-14ワク
チンについても観察されている．この結果はHA蛋白の 223
番目のアミノ酸がアスパラギンで，HI抗体価を高く検出で

きる変異株 15）を用いても，2倍程度の HI抗体価上昇とし
て捉えられる程度で，このプロトタイプワクチンの低免疫
原性という本質的な傾向は変わらなかった．マウスなど動
物実験ではワクチン効果を野生株の攻撃試験で検証できる
が，ヒトでは抗体価上昇でワクチン効果を推測しなければ
ならない．そのために，免疫応答が悪い 2004年版のプロト
タイプワクチン（NIBRG-14）がどれ程有効なのか疑問で
ある．さらに，2005年なって中近東，ヨーロッパで流行し
ている H5N1ウイルスは 2004年の分離株からは抗原性が
大きく変化しいることから，WHOが選定したプロトタイ
プワクチン株を見直す時期に来ている．しかし，どの株か
らワクチン株を作製しても免疫原性が低いことが懸念され，
ワクチンに投入する抗原量や添加するアジュバントの再考
など改善策を早急に検討する必要がある．

3．わが国のヒト用 H5N1ワクチン開発の問題点

①ワクチン開発の原株の輸出入に関わる法規制の問題．
2005年からは上述したように抗原性の異なる 4－ 5種類
の H5N1ウイルスが地域ごとに流行しており，どの株が流
行の主流になるか見当がつかない 16）．このことから，昨年
10月の WHOの電話会談で，米国 CDC，米国 St. Jude子
供研究病院，英国 NIBSCおよび国立感染症研究所など RG
ワクチン株を作製できる H5ネットワークメンバー機関は，
互いに重複しないようにそれぞれ違う流行株から RGワク
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図 1 RG法によって弱毒化された H5N1ワクチン（RG-A/Vietnam/JP1203/2004）のマウスにおける抗体応答．抗原量 2μ gから 10

倍段階希釈した各ワクチンにアルムアジュバント添加（+），非添加（－）したときの野生株に対する HIおよび中和抗体価．
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チン株を開発し，それらを共有することで合意した．ワク
チン開発の原点は，いかに迅速に原株を入手するかにかか
っている．しかし，米国の同時多発テロ以降それぞれの国
における H5および H7亜型鳥インフルエンザウイルスの輸
出入に関わる法規制が非常に厳しくなり，ウイルスのタイ
ムリーな共有は難しい情況になっている．わが国ではこれ
らウイルス株の輸入は農林水産大臣の許可が必要であり，
動物検疫所を経由して輸入申請してから許可が下りるまで
に通常は 2ヶ月程かかる．一方，輸出については経済産業
大臣の許可が必要で，相手国が安全保障貿易管理令に同調
している米国，ヨーロッパ諸国でさえ許可が下りるまでに
10日程度かかる．従って，緊急時にタイムリーにワクチン
開発ができるようウイルス株の輸出入については関連省庁
の柔軟な対応が必要である．
②遺伝子組換え生物等の使用等の規制に関わる法規制の問題．

RGワクチン株は「遺伝子組換え生物等の使用等の規制
による生物の多様性の確保に関する法律」いわゆるカルタ
ヘナ法の規制対象に該当する 17）．従って，新たにワクチン
株開発が必要なウイルスが分離された場合には，文部科学
省へ第二種使用等拡散防止措置確認申請書を提出し，大臣
確認が出るまで RG法による H5N1弱毒化ワクチン株の作
製はできない．通常，文科省担当官と事前審査のやり取り
を繰り返し大臣確認されるまでに 2ヶ月かかる．一方，RG
ワクチン株を海外から供給される場合もウイルス株として
増やすだけであっても同様の大臣確認審査を受けなければ
ならない．H5N1-RGウイルスは自然界に存在する弱毒型ウ
イルスと同等であることからナチュラルオカーレンスに相
当するはずである．しかし，RGワクチン株は新しく作製
するたびに文科省の審議会で審査され，さらに関連 6省庁
間で合意されなければ，ナチュラルオカーレンスすなわち
通常のインフルエンザウイルスとして取り扱うことが許さ
れない．このことは，ナチュラルオカーレンスと認定され
大臣確認が取り消されなければ，封じ込め設備が不十分で
ある国内のワクチンメーカーでは RGウイルスを用いてワ
クチン製造することができないことを意味している．従っ
て，現段階では自国で RGワクチン株を作製する場合も海
外からそれを供給される場合もわが国ではタイムリーにワ
クチン製造をすることは不可能である．
③RGに用いるプラスミドベクターの知的所有権に関わる
問題．
RGワクチン株作製に用いるプラスミドベクターには知

的所有権がかかっている．この権利を持つ米国ベンチャー
企業との合意としては，学術研究や第 1層臨床試験までは，
特許料は掛からないが，第 2層臨床試験以降，ワクチン製
剤には特許料が掛かる．米国やヨーロッパではこの問題は
既に解決していると言われているが，わが国ではワクチン
メーカーがこの問題に全く対応していないことから，最終
ワクチン製剤が完成し販売する際には大きな問題となる．

④ワクチン製造株作製用細胞に関する問題．
WHOの RGワクチン株作製指針には，ヒトに接種する

RGワクチン株はワクチン製造用に承認された細胞を用い
て作製すべしと記載されている 18）．現在これに相当するも
のはヨーロッパおよび米国のワクチンメーカーが所有する
Vero細胞である．わが国ではこのような細胞は無く，それ
らを所有しているメーカーから購入することも出向いて行
って使用することも不可能である．昨年，ATCCから安全
性が確認されたワクチン製造用 Vero細胞が発売されると
いう情報が流れたが，まだ実現していない．よって，わが
国ではWHOの指針を準拠する限り，ヒト用の RGワクチ
ン株は作製できない．
そこで，わが国でも感染研に GMPに準拠した BSL3実

験室を備えたワクチン株作製施設が平成 19年に完成するこ
とから，施設面での問題は解決できる見通しがついた．し
たがって，わが国でもヒト用ワクチン株を作製するための
細胞株を新たに開発すれば，独自にヒト用 RGワクチン株
の作製が可能となる．そこで我々は海外で使用されている
Vero細胞に匹敵する第二のワクチン製造用細胞株の構築を
目指して，プラスミド DNAの取り込み効率の良い細胞株
の特定を行ってきた．現在細胞株の特定が終わり，その安
全性および特性試験を ICHガイドラインに沿って実施して
いるところである．

3．高病原性鳥インフルエンザ対策における国際貢献

2004年の H5N1-HPAIの流行の中心はサーベイランス体
制や診断技術，それを行う設備も十分にない東南アジア諸
国であった．H5N1-HPAIは一地域の問題ではなく，全世
界に共通する深刻な問題であるだけに，先進諸国からこれ
ら流行国へ診断技術や設備を援助する必要がる．感染診断
については感染研はWHO-H5レファレンス診断ラボの一つ
であることから，ベトナム，カンボジア，ラオス，インド
ネシアなどから約 450件あまりの感染疑い例のラボ診断を
依頼され，それらの確定診断を行った．診断結果は検体受
領後数日以内に当事国に報告し，現地での対応に反映され
るようにした．それと並行してWHO-H5ネットワークメン
バー国に情報提供し，抗インフルエンザ薬への感受性を含
む分離株の性状分析，H5N1ワクチン候補株の選定や RGワ
クチン株作製戦略の見直しなどに役立てられた．
一方，流行地の保健省ラボにおける診断系の構築や現地

ラボスタッフへの技術指導のために感染研からインフルエ
ンザ診断担当者を派遣し，施設面と技術面の両方から支援
を行った．表は 2004年から今年にかけて感染研から派遣し
たスタッフ数と支援国を示している．これらの国に共通し
た主な問題点は，H5N1感染診断のための機材，試薬が不
足しており検体が来ても十分に対応できない，疫学部門と
ラボ部門の連携が悪く，それぞれからの情報を有効に活用
できていない，担当者の知識レベルと診断技術レベルが低
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く自身の実験精度の評価や結果の適切な解釈，技術的な問
題解決の能力がない，国の上層部は先進国からの援助に期
待しており他力本願的である，などが挙げられる．しかし，
感染研が積極的に支援し定期的にフォローアップしてきた
ベトナム（ホーチミン市パスツール研究所）やインドネシ
アなどは，現在ではこれらの問題はかなり改善され，彼ら
が行う 1次検査の結果とWHO診断ラボの確認検査結果と
の違いは殆どなくなってきている．

2006年 3月現在で東南アジア諸国のほぼ全域が H5N1-
HPAI で汚染されているにもかかわらず，ミャンマーとラ
オスのみは発生報告がなく，流行地図上で空白となってい
た 19）．これらの国においても家禽は貴重な蛋白源であり，
特にミャンマーでは各家庭で 5羽の鶏と 1匹の豚を飼うこ
とが国策となっていることから，他の汚染国と同様に庭先
や家の軒先で鶏が放し飼いになっており，ヒトと家禽が近
接した生活環境は近隣汚染国と同じである．しかし，なぜ
H5N1-HPAIの流行がないのか．恐らく，H5N1ウイルスを
検出するための設備やその体制ができていないために
H5N1-HPAIの発生が捉えられていないのでないか．もし
そうであれば，日本からしかるべき支援をする必要がある
のではないか．これらの疑問を解くために，筆者を含む 3
名の調査隊は個人防護服（PPE）持参で現地に出向き，実
態調査を行った．図 2は 3月下旬から 4月上旬にかけてミ
ャンマーとラオスで行った調査のようすを示した写真であ
る．ミャンマーでは調査に入るちょうど 1週間前に第 2の
都市であるマンダレーで家禽から H5N1-HPAI ウイルスが
検出されたというニュースが報道され，当国の農業省や保
健省もかなり神経質になっており，旧首都ヤンゴンの中規
模養鶏場などには H5N1ウイルスの危険性を示したポスタ
ーが貼られて，末端の関係者にまで情報が行き届いている
ようであった（図 2-A）．しかし，一般市民においては，ほ
とんど HPAIは認識されておらず，家禽ライブ市場や街の
朝市では全く無防備な状態で鶏が売られていた（図 2-B，2-
C）．感染者が出た場合に検体が真先に持ち込まれる保健省
の国立衛生研究においては，PCRのためのサーマルサイク
ラーや試薬が乏しく，H5N1ウイルス検出用のプライマー
もかろうじてタイから供給されているのみで，実質，H5N1

診断検査ができる状況にはなかった．そこで，感染研とし
ては PCR検査試薬と感染研のプライマーセットを速やかに
国立衛生研究に供給し診断検査系の構築のための助言をす
ること，および感染者が出た場合は検査依頼を受けること
を提案し合意された（図 2-D）．一方，ラオスにおいては，
正式にはまだ H5N1-HPAIの発生は無く，保健省幹部らは
一応，流行している近隣諸国からの家禽の移入を禁止し警
戒はしているという状態で特に具体的な対応策を講じてい
る様子はなかった．ミャンマーと同様に，一般市民はHPAI
を殆ど気にしておらず，道端のあちこちでのんびり家禽を
売っている様子が見られた（図 2-E）．首都ビエンチャン郊
外の農業省管轄の養鶏場では，鶏舎入り口に消石灰を詰め
た靴の消毒用の箱を設置し，鶏舎からの出入りに際しては
靴に付着したウイルスの持ち込み持ち出しに対する対策を
講じていた（図 2-F）．しかし，従業員はマスクも手袋も無
しの状態で鶏の世話をしており，ガッチリと PPEを着用し
て鶏舎に入っている我々調査隊とは好対照であった（図 2-
G，2-H）．保健省の国立衛生研究所も検査体制は立ち遅れ
ていたが，短期的な支援プロジェクトとして米国 CDCか
ら多額の経済支援が入り検査体制が構築されつつあること
から，今後は流行が発生した場合は報告があがってくるも
のと思われる．
流行国のラボ担当者を日本に招待して，一定期間診断技

術研修を行うことも有効な国際貢献となる．感染研では
2004年にWHOの要請に応じて東南アジア諸国およびイン
ドなど 9ヶ国からそれぞれ疫学，ラボ担当者を招聘して 4
日間のトレーニングワークショップを行った．H5N1実験
室診断に必要なウイルス検査法について精力的に行ったワ
ークショップではあったが，期間が短すぎて研修内容が参
加者に定着しないため，彼らが帰国してから研修での知識
と経験が殆ど現場に反映されていないことを，その後の現
地視察で実感した．その後も，WHOからはワークショッ
プの開催を依頼されたが，開催実績のみが残る中身のない
ものをやるよりは，現地の状況と問題点の改善に直結する
研修を行うべきとの方針のもとに，2006年 3月には我々が
現地で診断系を構築した国（ベトナム，インドネシア，モ
ンゴル）からラボ担当者を感染研に招聘して 1ヶ月間の研

表　感染研から H5N1 診断技術支援のために派遣された研究員数と期間

調査派遣・技術支援国 2006年2005年2004年

ベトナム

インドネシア

カンボジア

ミャンマー

ラオス

2（4週）

1（2週）

6（5週）

7（5週）

5（1週）

3（1週）

2（3日）

3（5日）

3（4日）
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図 2 ミャンマー(A-D)およびラオス（E-H）における高病原性鳥インフルエンザの実態調査．詳細は本文参照．
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修を行った（図 3-A，3-B）．研修内容がこれらの国のH5N1-
HPAI対策に反映されることを期待したい．

5．おわりに

H5N1-HPAIの流行が発生してから既に 2年以上が経過
している．その間にヒトインフルエンザシーズンとの重複
の機会もあった．事実，ベトナムの H5N1-HPAI感染疑い
例からはヒトインフルエンザウイルス H1N1や H3N2株が
分離され，ヒトと鳥のインフルエンザウイルスの遺伝子再
集合体が出現するチャンスはあったと思われる．にもかか
わらず，世界各地で感染者から分離される H5N1-HPAIウ
イルスは依然鳥型で 2006年のトルコ株を除いてヒト型に馴
化する気配は今の所ない．インフルエンザ関係者の中には
『パンデミック，パンデミックと煽り立てるけど，2年たっ
ても新型インフルエンザも出ないし，大騒ぎする必要はな
いんじゃないの』と発言している人もいることを耳にして
いる．確かにパンデミックが始まる時期は誰にも予想でき
ないが，事が起こってから対策に乗り出し，準備を開始し
ても手遅れである．適切な新型インフルエンザ行動計画の
策定と事前準備があれば，パンデミックによる健康被害の
みならず社会的，経済的被害を軽減することは可能である．
そのために投じる資金と労力は，今後パンデミックが起こ
らなくても決して無駄ではないし，仮にそれによってパン
デミックを未然に防ぐことができれば，それはインフルエ
ンザに対する人類の大勝利である．米国，カナダなど先進
諸国では詳細なパンデミック行動計画が出来上がり，順次
更新している状況にあるが，わが国では昨年 11月にやっと
国レベルの行動計画の概要が策定されたところであり 20），
最近やっと 5部門からなる専門家会議が召集され現実的な
対応計画案の議論が開始されようとしている．新型インフ
ルエンザに関連する省庁の危機感を持った迅速な対応と行
動が期待される．
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Preparedness and international contribution on H5N1 highly
pathogenic avian influenza and pandemic-influenza

Takato ODAGIRI
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Since the end of 2003, simultaneous outbreaks caused by H5N1 highly pathogenic avian influenza
viruses (H5N1-HPAIV) occurred in poultries and in wild birds in the East Asia. The outbreaks are
spreading now at least 48 countries in the Middle Eastern, African and European countries in addition
to the East Asia. During the outbreaks, over 200 human infection cases with 55% fatality are con-
firmed at the moment and some human-to-human transmission in family clusters have been observed.
The outbreaks are no more out of control and pandemic potential caused by H5N1-HPAIV is major
concern. Therefore, it is urgently necessary to develop new diagnostic kits and effective vaccines and
to stockpile anti-influenza drugs before pandemic alert period phase 4 defined by WHO. Furthermore,
international supports to the affected countries for development and improvement of diagnostic sys-
tem are required in the public health aspect.
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